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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成25年7月18日(2013.7.18)

【公開番号】特開2012-176646(P2012-176646A)
【公開日】平成24年9月13日(2012.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2012-037
【出願番号】特願2011-39723(P2011-39723)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｒ  16/02    ６２０Ｃ
   Ｂ６０Ｒ  16/02    ６２３Ｕ
   Ｈ０２Ｇ  11/00    　　　Ｍ
   Ｈ０２Ｇ  11/00    　　　Ｗ

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月31日(2013.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　特許文献１には、ドア側ハーネスを挿通したハーネスプロテクタを、車両ドア内に設け
たスライドガイド内にスライド自在に係合させると共に、ボディ本体のフロントピラーに
プロテクタホルダを介して固定して、ボディ側ハーネスとドア側ハーネスとを接続する車
両用ドアハーネスの配索構造が開示されている。この配索構造では、ドアインナーパネル
に形成された凹み内にスライドガイドが収容されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　第２の態様は、第１の態様に係るワイヤーハーネス配索構造であって、前記収容部は、
前記ドア内で、前記スピーカーの前記突出部の外周における上方から前記導入側縁部に対
して反対側の側方に亘る領域に配置されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　ドア６の開閉動作に関連付けて説明すると、ドア６の開状態では、外装部材２０が案内
部５０の一方側に退避して位置し、該外装部材２０の他方の端部から延び出たワイヤーハ
ーネスＷＨは、第２壁部４２側に余裕空間をあけた状態で第１経路Ｒ１を通って収容空間
内に収容されている（図４の２点鎖線参照）。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　また、ドア６が開姿勢から閉動作されると、外装部材２０が案内部５０内に前進移動し
、その他方の端部から延び出たワイヤーハーネスＷＨは、収容空間における余裕空間に押
し込まれて第２壁部４２に近接するように曲げられる。そして、ドア６が閉姿勢になると
、ワイヤーハーネスＷＨは、第２経路Ｒ２を通って収容空間内に収容された状態となる（
図４の実線参照）。すなわち、ドア６の開状態に比べ、ワイヤーハーネスＷＨが収容空間
内により長い寸法分収容されることにより余長吸収される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　このプロテクタＰａは、側面視において、収容空間を挟んで対向する第１壁部４１ａと
第２壁部４２ａとを有している。以下、側面視における第１壁部４１ａ及び第２壁部４２
ａの形状について説明する。第１壁部４１ａは、直線状の案内部５０の他方の端部からそ
の外周側に向けて傾斜して、該案内部５０と引出口４４ａとの間を結ぶように直線状に延
在している。また、第２壁部４２ａは、中間部が第１壁部４１ａに対して離間する向きに
膨らんだ曲線状に延在し、案内部５０と引出口４４ａとを結んでいる。この第２壁部４２
ａは、プロテクタＰａのドア６内配置状態で、案内部５０に対して下方に膨らむと共に引
出口４４ａに対してドア６の後方側に膨らんでいる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係るワイヤーハーネス配索構造１１０について説明する（図４、
図８参照）。ワイヤーハーネス配索構造１１０のうち、第１実施形態に係るワイヤーハー
ネス配索構造に対して構成上異なる部分は、プロテクタＰｓの案内部１５０だけであり、
同様の構成については同符号を付して説明を省略する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　第２実施形態に係るワイヤーハーネス配索構造１１０によると、収容部４０及び案内部
１５０がスピーカー９０の突出部９２の外周位置に配置されるため、ドアインナーパネル
７に形成する凹みを省略することができる。また、上述した第１実施形態に係るワイヤー
ハーネス配索構造１０が奏する作用効果も得られる。
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